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給与規程

[bookmark: _Toc210978275]（目　　的）
　　第１条　この規程は、従業員（非正規雇用従業員、臨時雇用者を除く）の給与に関する事項を定めたものである。

[bookmark: _Toc210978276]（給与の支給方法）
　　第２条　給与は、従業員に対して通貨で直接その全額を支払う。ただし、従業員の代表との書面協定により、従業員が希望した場合は、その指定する金融機関に振り込むものとする。

[bookmark: _Toc210978277]（給与の計算期間、支給日）
　　第３条　給与の計算期間は、前月の1日より前月の末日までとする。
　　　　２　給与の支給日は、毎月25日とする。ただし、支給日が金融機関の休業日にあたる場合はその翌日に繰り下げて支給する。

[bookmark: _Toc210978278]（給与の体系）
　　第４条　給与は、これを基本給、諸手当と割増給与とに区分し、その体系は、次のとおりとする。
	固定的給与
	変動的給与

	基本給
役職手当
管理手当
業務手当
資格手当
オンコール手当
	通勤手当
早番遅番手当
夜勤手当
宿直手当
車両使用手当
出張手当
土日祝手当

	時間外給与（手当）
	その他の給与（手当）

	普通残業手当
休日出勤手当（法定、法定外）
深夜残業手当
深夜手当
	調整手当
処遇改善加算手当
事業所手当
特別手当
その他手当



[bookmark: _Toc210978279]（給与からの控除項目）
　　第５条　会社は、次に掲げるものを従業員の毎月の給与または賞与から控除する。
（１）源泉徴収税
（２）住民税
（３）健康保険、厚生年金保険及び介護保険の保険料の被保険者負担分
（４）雇用保険の保険料の被保険者負担分
（５）確定拠出年金の加入者掛金
（６）その他労使協定で定めるもの

[bookmark: _Toc210978280]（基本給）
　　第６条　基本給は、本人の年齢、技能、経験、職能・職務を重視して決定する。

[bookmark: _Toc210978281]（役職手当）
　　第７条　役職手当は、役職者に対し、役員会の討議を経て付与する。また、役員会の決定を経てあらかじめ支給額を定めている場合は、その額とする。
　　　　２　2つ以上の役職を兼務するときは、上位の役付き手当のみを支給する。
　　　　３　役職手当は、一給与計算期間のすべてにわたって欠勤した場合には支給しない。

[bookmark: _Toc210978282]（管理手当）
　　第８条　管理手当は、管理の業務を行う者で会社が指定した従業員に対して支給する。手当の額は別に役員会の討議を経て定める。

[bookmark: _Toc210978283]（業務手当）
　　第９条　業務手当は、会社が指定する業務かつ指定する従業員に対し支給する。支給額は、その都度業務の内容を斟酌し決定する。

[bookmark: _Toc210978284]（資格手当）
　第１０条　資格手当は、個人が保有取得し保有している者のうち業務に従事し有用と認めた場合に、別に定める支給額表に従い支給する。

[bookmark: _Toc210978285]（オンコール手当）
　第１１条　オンコール手当は、勤務時間外であっても必要に応じて電話及び緊急時対応をするために、自宅等で待機を命じられた従業員に対し待機日数分を付与する。１日（１回）当たりのオンコール手当の額は、各施設長の意見を参考に役員会で決定し通知する。

[bookmark: _Toc210978286]（通勤手当）
　第１２条　通勤手当は、居住場所より通勤のため交通機関を利用する者に対して、会社がその利用を認める公的交通機関の１か月分の通勤定期代相当額を、当月の給与の支給日に支給する。ただし最高額を3万円とする。なお、自用交通手段による通勤手当は、別に定め国税庁基準として非課税限度額を超えた部分は課税する。支給最高額を2万円とする。
　　　　２　１項以外の職務上の事情が生じた通勤費については、その都度、役員会で決定する。

[bookmark: _Toc210978287]（早番遅番手当）
　第１３条　業務の都合上、早出及び遅出のシフト勤務で業務に従事した場合は、一定額を給与に加算して支給する。

[bookmark: _Toc210978288]（夜勤手当）
　第１４条　夜勤手当は、所定内の時間勤務であっても、夜勤勤務を命じられた従業員に対し支給する。壱勤務当たりの夜勤手当の額は、各施設長の意見を参考に役員会で決定し通知する。尚、夜勤手当は、深夜割増手当相当分を含み、それ以上の金額とする。その場合は、深夜手当及び深夜残業手当は支給しない。

[bookmark: _Toc210978289]（宿直手当）
　第１５条　宿直手当は、宿直を命じられた従業員に対し勤務した日数に対して付与する。１日（１回）当たりの宿直手当の額は、各施設長の意見を参考に役員会で決定し通知する。

[bookmark: _Toc210978290]（車両使用手当）
　第１６条　車両使用手当は、従業員の私用車を使用し業務を行うことを命じられた従業員、または、従業員からの申請により会社が承諾を与えた業務上やむを得ない事由により私用車を利用し業務を行った従業員に対し、会社の定める基準に従い付与する。
　　　　２　前項の手当を付与された従業員は、就業規則に定める任意保険に加入し、安全運手を常に心がけねばならない。

[bookmark: _Toc210978291]（出張手当）
　第１７条　出張手当は、1泊2日以上の出張勤務に対し別に定める金額を代表者の承諾を経て支給する。その場合は、通常の労働時間を労働したものとみなす。

[bookmark: _Toc210978292]（土日祝手当）
　第１８条　土日祝手当は、土日祝日に勤務した従業員に対し勤務した日数（時間数）に応じて支給する。１日（１時間）当たりの土日祝手当の額は、各施設長の意見を参考に役員会で決定し通知する。

[bookmark: _Toc210978293]（調整手当）
　第１９条　調整手当は、従来の給与を保障しなければならない場合又は会社が必
要と認めた社員に調整額として支給する。

[bookmark: _Toc210978294]（処遇改善加算手当）
　第２０条　処遇改善加算手当は、厚生労働省の定める福祉・介護職員処遇改善加算の制度に基づき、介護及び障がい福祉業務（利用者に対する直接支援業務に限る）に携わる従業者に対し、職種、勤務年数、能力等を考慮して各人別に決定し、支給する。なお本制度が変更・改正され、加算の算定が見送れた際は本手当も支給を廃止する。

[bookmark: _Toc210978295]（事業所手当）
　第２１条　事業所手当は、厚生労働省の創設した介護職員等処遇改善支援金制度（以下「支援補助金制度」という。）算の制度に基づき、厚生労働省の定める支援補助金制度の対象になっている介護及び障がい福祉業務に携わる従業者に対し、職種、勤務年数、能力等を考慮して各人別に決定し支給する。支給額は、支援補助金制度による加算見込額の範囲において、法人が定める額とし、支給日現在に在籍していない者については、支給しないものとする。なお本制度が変更・改正され、この制度の算定が見送れた際は本手当も支給を廃止する。

[bookmark: _Toc210978296]（特別手当及びその他の手当）
　第２２条　会社は、業務上必要な場合及び従業員の処遇の適正を図る場合は、新たに特別手当等の付与を役員会の決定を経て執行する場合がある

[bookmark: _Toc210978297]（平均所定労働時間と平均所定労働日数）
　第２３条　１か月平均所定労働日数及び１か月平均所定労働時間は、次の通りとする。

　　　　　　　　　　　　　　その年度の年間所定労働日数　
１か月平均所定労働日数＝　　－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12か月

　　　　　　　　　　　　　　その年度の年間所定労働時間数
１か月平均所定労働時間＝　　ーーーーーーーーーーーーーー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12か月

[bookmark: _Toc210978298]（１時間あたりの算定基礎額）
　第２４条　勤務１時間あたりの算定基礎額とは、次の通りとする。
　　　基本給＋諸固定手当
ーーーーーーーーーーーーーーーー
　　１か月の平均所定労働時間

[bookmark: _Toc210978299]（時間外勤務手当）
　第２５条　会社は、三六協定により、労働基準法で定める法定労働時間を超えて勤務することを命じられた従業員がその勤務に服した場合には、通常の給与に加え、前条により算出した勤務1時間あたりの算定基礎額に時間外勤務の時間数及び、時間外勤務の時間数により次に定める割増率を乗じて得た額を支給する。
（１）一給与支払期における時間外勤務の総時間数が45時間以内の場合は、1.25
（２）一給与支払期における時間外勤務の総時間数が45時間を超え60時間以内の場合は、1.35
（３）一給与支払期における時間外勤務の総時間数が60時間を超える場合は、1.50
　　　　２　ただし、前項の規定にかかわらず、第９条に規定される業務手当が支給されている場合は一給与支払期において30時間までの時間外労働に対しては支給しない。
　　　　３　業務の都合その他やむを得ない事情により通常の始業時刻前または終業時刻後に勤務に服した場合でも、就業規則第16条に定める所定労働時間を超えない限り前項に定める時間外勤務手当は支給しない。
　　　　４　時間外勤務手当は、労働基準法第41条に定められた管理監督者に該当する者には支給しない。
　　　　５　第1項第3号の率により60時間を超えて時間外労働をした従業員は、その意思により、当該60時間を超えた時間（以下「代替休暇対象期間」という）に対する引き上げ分の割増給与の受領に代えて、代替休暇を取得することができる。従業員が代替休暇を取得したときは、会社は、代替休暇対象期間に対する引き上げ分の割増給与は支払わない。
　　　　６　代替休暇として与える時間の時間数の算定は、次の計算式によるものとする。
代替休暇の時間数＝代替休暇対象期間×0.15
　　　　７　前２項のほか、代替休暇については、別途従業員代表と締結する労使協定の定めるところによる。

[bookmark: _Toc210978300]（深夜勤務手当）
　第２６条　従業員が午後10時より午前5時までの深夜に勤務に服した場合には、次の計算により深夜勤務手当を支給する（所定労働時間内の深夜労働）。
第２４条で算出した勤務1時間あたりの算定基礎額×深夜勤務時間×0.25
尚、深夜勤務手当に替えて夜勤手当を支給する場合は、深夜勤務手当を支給しない。

[bookmark: _Toc210978301]（休日勤務手当）
　第２７条　所定休日に勤務することを命ぜられ従業員がその勤務に服した場合には、次の計算により休日勤務手当を支給する。
（１）就業規則第２５条に規定されている4週4日を超える法定外休日勤務に服した場合
第２４条で算出した勤務１時間あたりの算定基礎額×休日勤務時間
ただし、上記の休日勤務に服した結果、当該週の総労働時間が40時
間を超えた場合、次の手当を休日勤務手当に加算する。
第２４条で算出した勤務1時間あたりの算定基礎額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　×40時間を超えた時間×0.25
なお、一給与支払期における時間外勤務時間との合計が、60時間を超えた場合、次の手当を休日勤務手当に加算する。
第２４条で算出した勤務1時間あたりの算定基礎額
　　　　　　　　　　　　　 ×60時間を超えた時間×0.50
（２）就業規則に規定されている4週4日の法定休日に休日勤務に服した場合
第２４条で算出した勤務１時間あたりの算定基礎額×休日勤務時間×1.35
　　　　２　休日勤務手当は労働基準法第41条に定められた管理監督者に該当する者には支給しない。

[bookmark: _Toc210978302]（給与改定）
　第２８条　給与改定（昇給・マイナス昇給）は、原則として毎年４月に行う。ただし、業績の著しい低下、財源に不足が生じた場合その他やむをえない事由がある場合には、給与改定の時期を変更しまたは給与改定を行わないことがある。
　　　　２　前項のほか、特別に必要のある場合は、臨時に給与改定を行うことがある。
　　　　３　給与改定は、従業員の人事考課による評価を考慮して各人ごとに決定する。

[bookmark: _Toc210978303]（臨時昇給）
　第２９条　臨時昇給は、次に該当する者について昇給の必要があると認めた場合に支給する。
（１）特に功労のあった者
（２）他の者と比較して著しく不均衡な者
（３）その他特別な事情があった者

[bookmark: _Toc210978304]（賞　与）
　第３０条　賞与は、会社の業績、社会経済事情を勘案し、原則として7月及び12月に支給する。算定期間は以下の通りとする。ただし、会社の業績資金状況により支給時期を延期し、または支給しないことがある。ただし特別の事情があるときは随時支給することがある。

	算定対象期間
	支給月

	12月～5月
	7月

	6月～11月
	12月



　　　　２　前項の賞与の額は、会社業績を基として、本人の勤務成績や勤務態度、能力・職務の内容を考慮して各人ごとに決定する。
　　　　３　賞与は、将来の労働への意欲向上策としての意味も込めて支給するため、賞与の査定期間に在籍した者でも、賞与支給日当日に在籍していない者には支給しない。

[bookmark: _Toc210978305]第１章　その他細則

[bookmark: _Toc210978306]（欠勤・遅刻・早退等の取扱い）
　第３１条　欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、第２４条に定める1時間あたりの算定基礎額に欠勤、遅刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じた額を本来支給されるべき給与額から差し引くものとする。
　　　　２　前項の規定にかかわらず、一給与計算期間に4日以上欠勤がある場合は、以下の計算式により算出された額を支給する。
第２４条に定める１時間あたりの算定基礎額×所定労働時間×出勤日数
　　　　３　通勤手当、調整手当は、一給与計算期間に4日以上欠勤がある場合は、以下の計算式により算出された額を支給する。
（1か月に支給される手当の額÷1か月の平均所定労働日数）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×実際の出勤日数
　　　　４　第1項の規定にかかわらず、労働基準法第41条に定める管理監督者に該当する従業員に対しては、欠勤等があっても給与の控除は行わない。ただし、一給与計算期間の全てにわたって欠勤をした場合には、給与の全額を支給しない。

[bookmark: _Toc210978307]（中途入社及び退職・解雇された従業員の取扱い）
　第３２条　給与の計算期間中において、途中入社あるいは退社・解雇された者に対しては以下の計算式により算出された額を支給する。ただし、算出された額がその者の1か月の所定給与より多くなる場合は所定給与を支給する。
第２４条に定める1時間あたりの算定基礎額×所定労働時間×出勤日数
　　　　２　通勤手当（固定）、調整手当は、以下の計算式により算出された額を支給する。
（１か月に支給される手当の額÷1か月の平均所定労働日数）×実際の出勤日数

[bookmark: _Toc210978308]（休暇等における給与の取扱い）
　第３３条　年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の給与を支給する。
　　　　２　産前産後の休業期間、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業の期間、育児時間、生理日の休暇の期間は無給とする。
　　　　３　特別休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の給与を支給する。
　　　　４　休職期間中は、給与を支給しない。なお、休職期間中の社会保険料（健康保険・厚生年金保険・介護保険）は、会社で立て替えるものとし、休職期間満了時に精算の上、会社に支払うものとする。

[bookmark: _Toc210978309]（時間外勤務の許可と割増給与付与の取扱い）
　第３４条　会社は、原則残業を禁止する。残業の必要性がある場合は、従業員が残業申請書を所属長に提出し認定された場合に付与する。
　　　　２　割増給与の基礎となる給与は、基本給、役職手当、管理手当、業務手当、資格手当の固定的給与である。
　　　　３　上記の固定的手当の付与時期は、付与要件が発生した翌月の給与からその手当額を付与する。




[bookmark: _Toc210978310]附　　則
この規程は、令和1年6月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
この規程は、令和7年10月1日から施行する。
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